
所得区分 1ヵ月の自己負担限度額
外来・個人ごと 入院・世帯

現役並み所得者 
（標準報酬月額28万円以上） 57,600円 80,100円＋（総医療費－267,000円）×1％ 

［多数該当　44,400円］
一般

（標準報酬月額26万円以下）
14,000円

（年間上限144,000円）
57,600円

［多数該当　44,400円］
低所得Ⅱ 

（住民税非課税・年金収入80万円～160万円）
8,000円

24,600円

低所得Ⅰ 
（住民税非課税・年金収入80万円以下） 15,000円

所得区分 1ヵ月の自己負担限度額
外来・個人ごと 入院・世帯

現役並み所得者 
（標準報酬月額28万円以上） 44,400円 80,100円＋（総医療費－267,000円）×1％ 

［多数該当　44,400円］
一般 

（標準報酬月額26万円以下） 12,000円 44,400円

低所得Ⅱ 
（住民税非課税・年金収入80万円～160万円）

8,000円
24,600円

低所得Ⅰ 
（住民税非課税・年金収入80万円以下） 15,000円

70歳以上の人 高額療養費の自己負担限度額の見直し
　世代間の負担の公平性や能力に応じた費用負担とするために、70歳以上の人の高額療養費の自己負担限度額が見直され
ます。見直しは平成29年８月からと平成30年８月からの２段階に分けて行われます。

平成29年７月まで

平成29年８月から平成30年７月まで

70歳以上75歳未満の人の高額療養費の自己負担限度額

限度額の
引き上げ

　65歳以上の人が慢性病で長期入院する際は、医療

費とは別に生活療養標準負担額を負担します。その居

住費部分について、平成29年10月から引き上
げになります。医療の必要性の高い患者の場合は経
過措置があります。

　過去6カ月以内に利用した保険薬局であれば、お薬手帳を提示することで、処方箋1枚につき薬代が
40円（3割負担の場合）安くなります。初めて利用する薬局では安くならないので、かかりつけ薬
局を1カ所に決めて、お薬手帳をいつも持参することが薬代を節約するポイントです。

生活療養標準負担額の居住費の引き上げ
生活療養標準負担額

お薬手帳で薬代の負担が軽くなります

※難病患者の負担はありません。

65歳
以上の人

●１日当たりの居住費
　（光熱水費相当額） 一　般 医療の必要性の

高い患者
平成29年9月まで
平成29年10月から
平成30年3月まで
平成30年4月以降

320円

370円

370円

0円

200円

健康保険の「主な制度改正」のお知らせ

お薬手帳を
活用しましょう！

平成29年度

お薬手帳で薬のトラブルを未然に防止

薬の危ない飲み合せ（例）

　複数の医療機関にかかっている場合には、同じ薬や、同じ有効成分の薬を処方されることがあります。医療費
の無駄使いになるだけでなく、気がつかずに服用すると、薬の効能が効きすぎて健康障害を引き起こす原因にも
なります。また、種類の異なる薬を同時に服用するときには、危険な飲み合せもあるので注意が必要です。薬に
よる健康上のトラブルを未然に防ぐためにも、服用している薬の情報は、医師・薬剤師に正確に伝えることが、
とても重要になります。
　お薬手帳は、薬や健康に関する記録帳です。医師・薬剤師とのコミュニケーション・ツールとして上手に活用し
ましょう。

薬のトラブルを未然に防ぐ、

●お薬手帳を複数持っている人は
、医療機関

や薬局ごとに使い分けないで、必
ず1冊を

使用し記録をつけるようにしましょ
う。

高血圧薬

アスピリンを含む製剤

こんな情報を記入

病院や薬局に行くときは、
お薬手帳をいつも持参しましょう

×

×

糖尿病薬

抗凝固薬ワルファリン

低血糖障害を起こすことがある

抗凝固成分が増え出血しやすくなる

家計にも

お得！

●いま使っている薬などの名前
　（処方薬・市販薬・サプリメント）
●新薬かジェネリックかの区別
●過去に副作用があった薬の名前
●健診結果
●アレルギーの有無
●過去の病歴
●かかりつけ医療機関名
●体調の変化や健康上で気になること

など


